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新型コロナウイルス感染症にかかる入院共済金等のお支払いについて 

このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます

とともに、１日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。 

ＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会・代表理事理事長：柳井 二三夫）では、令和２年

４月から実施しております新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障の特別取扱い（以下「み

なし入院」）のお支払い対象者を令和４年９月 26 日(月)より見直すことについて、９月 14 日

にＪＡ共済ホームページにてお知らせしておりますが、このたび、見直し後のご請求手続き等、

取扱いの詳細を含め、以下のとおりご案内いたします。 

 

１．「みなし入院」のお支払い対象者について 

令和４年９月26日（月）以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方

のうち、重症化リスクの高い以下の方とします。 

■重症化リスクの高い方 

・65歳以上の方 

・入院を要する方 

・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス

罹患により新たに酸素投与が必要な方 

・妊娠中の方 

※ 令和４年９月25日（日）以前に新型コロナウイルス感染症と診断されていた方につき

ましては、重症化リスクに限らず、従前どおりのお取扱いといたします。 

  

＜参考＞新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲 

ケース 
診断日※ 

９月 25日以前 ９月 26日以後 

入院された場合 〇 お支払対象 〇 お支払対象 

宿泊・自宅療養された

場合 

重傷者リスクの高い方 〇 お支払対象 〇 お支払対象 

上記以外の方 〇 お支払対象 × お支払対象外 

※ 検査日ではなく、診断日での判断となります。 
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２．「みなし入院」の取扱いを開始した経緯について 

入院共済金等は、共済約款において「医師による治療が必要」であり、「自宅等での治療

が困難」なため、「病院または診療所に入り」、「常に医師の管理下において治療に専念す

る」場合にお支払対象とする旨、定めています。 

令和２年４月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患され、病院または診療所への入院が

必要な状態にも関わらず、病床の逼迫等の事情により入院することができない状況が発生し

ました。 

こうした中、当会では、組合員・利用者の「安心」と「満足」を提供するというＪＡ共済

事業の使命のもと、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での療養を余儀なくされた場合も、約

款上の定義には該当しないものの、「入院」と同等に取り扱う特別取扱い（みなし入院）を

開始いたしました。 

 

３．今回の見直しの背景について 

今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲について、令和４年９

月26日（月）以降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定されることが公表され、あ

わせて療養の考え方についても見直されることとなりました。 

今回の政府による措置等を踏まえると、重症化リスクの高い方以外（医師による発生届の

対象とならない方）については「常に医師の管理下において治療に専念する」状態との判断

ができなくなることから、令和４年９月26日（月）以降の「みなし入院」のお支払い対象者

について、見直すことといたしました※。 

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。 

 

４．見直し後のご請求手続きについて 

令和４年９月 26日以降に診断された方の請求書類は以下のとおりとなります。 

入院を要する方 以下（１）を参照ください。 

65歳以上の方 
入院した場合 

以下（１）を参照ください。 

宿泊・自宅療養した場合 

以下（２）を参照ください。 

妊娠中の方 

重症化リスクがあり、新型コロナウイルス

治療薬の投与または新型コロナウイルス

罹患により新たに酸素投与が必要な方 

（１）入院した場合 

入院・通院・手術等証明書（診断書） 

または 

生命共済治療報告書 ＋ 領収書または診療報酬明細書 

    ※ 入院を要するにも関わらず、病床の逼迫等により入院が出来ない事情が生じた場合は、

医療機関または自治体記載の「療養期間証明書（ＪＡ共済所定様式）」を提出ください。 

 



（２）宿泊・自宅療養した場合 

  ① My HER-SYS（療養証明画面）を準備いただける場合 

生命共済治療報告書 ＋  My HER-SYS（療養証明画面） 

② My HER-SYS（療養証明画面）を準備いただけない場合 

生命共済治療報告書 ＋ ア ＋ イ 

  ア． 医師により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類 

     （被共済者氏名、診断病名、診断年月日が確認できるもの） 

    【例】 

・医療機関で実施されたＰＣＲ検査や抗原検査の検査結果報告書 

 （医療機関名がない場合は、診療報酬明細書（「二類感染症患者入院診療加算」等

の記載のあるもの）を追加で提出ください） 

・県、保健所等からの陽性診断結果メール 

 

  イ． 重症化リスクが高いことが分かる書類 

 65歳以上の方 不要（契約情報で確認） 

 妊娠中の方 母子手帳など妊娠していることが分かる

書類 

 重症化リスクがあり、新型コ

ロナウイルス治療薬の投与ま

たは新型コロナウイルス罹患

により新たに酸素投与が必要

な方 

重症化リスクがあり、医師判断によりコロ

ナ治療薬あるいは新たに酸素投与がされ

ていると分かる書類（診療報酬明細書な

ど） 

 

■ 療養期間は、これまでどおり「ＰＣＲ検査等で陽性と診断された日から厚生労働省等の

定める解除基準に該当した日」となります。 

■ 令和４年９月７日より、症状が軽快すれば有症状患者の療養期間が７日間となったこと

を受け、治療報告書に記載された療養期間が８日超となる場合は、生命共済治療報告書余

白に理由（「○○の症状が○日以降継続したため」等）を記載ください。 

 

以 上 


